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第６章　快適で住みよい環境の保全と創出
第１節　都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出

主な環境指標（実績／目標）
◇１人当たり都市公園面積　8.72m²（22 年度）
／ 9.5m²（27 年度）

第 1 　都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出に関する施策
 1 　緑の空間の保全と創出
緑は，都市環境にうるおいとやすらぎをもた
らすなど，自然と人間が共生する生活環境を形
成するうえで重要な役割を担っており，都市部
においては，樹林地や水辺地等，既存緑地の保
全に努めるとともに，都市公園の整備促進等，
緑の創出に努めることが必要である。
市町村では，「緑の基本計画」により推進して

おり，24年４月１日現在 12市町村が策定している。

（１）緑の保全対策
都市計画区域内において良好な自然環境を形
成する緑地の保全を図るため，24年４月１日現
在 21地区 1,081.5haを風致地区として，１地区
24haを特別緑地保全地区として指定している。

（２）都市公園の整備
緑豊かなゆとりとうるおいのある生活環境の
形成をめざし，緑の拠点となる都市公園の整備
を推進している。
　本県における都市公園（都市計画区域外の特
定地区公園を含む）は，23年３月末現在 44市
町村で 1,817箇所，面積 2,510.41haが開設され
ており，都市計画区域内人口１人当たりの公園
面積は 8.72m² となっている。

風致地区
「都市の風致を維持するため定める地区」で，都市の樹林地・水辺等の良好な自然的環境を維持するため定め，都市における生活環境をより快適にするもので
ある。

特別緑地保全地区
都市計画区域内の樹林地，草地等の緑地で，都市緑地法の規定に基づいて定める地区。

生産緑地地区
市街化区域内の農地等について，計画的に保全し，良好な都市環境の形成に貢することを目的として，生産緑地法の規定に基づいて定める地区。

用語
解説

（３）公共施設等の緑化の推進
都市の緑化を総合的かつ効率的に推進するた
め，学校や道路等公共施設の緑化を含めた多面
的な緑化施策の展開が望まれている。
そのため，都市における緑の核となる都市公
園の整備を進めるとともに，住民や団体の参加
と協力を得て，都市緑化普及啓発のため各県営
都市公園等で「都市緑化祭」を春と秋に開催し
ている。

 2 　都市地域の農地の保全と活用
市街化区域内農地の無秩序な開発による生活
環境の悪化を未然に防ぐため，24年４月１日現
在 387地区 93.0haを生産緑地地区として指定し
ている。 

図表 6-1-1　都市公園面積の推移（総面積，１人当たり）
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第 2 　今後の取り組み

緑地協定
「都市緑地法」に規定され，都市の良好な環境を確保するため，土地所有者等の全員の合意によって区域を設定し，市町村長の認可を受け，緑地の保全及び緑
化を推進する制度。

用語
解説

 3 　うるおいのある快適な都市空間の創出
（１）都市景観形成の推進
「景観形成条例」に基づき，大規模な建築物
等の新築，増改築等や土地の形質の変更に係る
行為について届出を義務付け，周辺景観と調和
した景観形成の誘導を図るなど，地域の特性を
生かした景観形成に努めている。
また，「屋外広告物条例」により，屋外広告

物の表示の場所，方法等について必要な規制を
行うとともに，「屋外広告物のてびき」などによ
り，屋外広告物に関する制度や内容等の周知に
努めている。
そのほか，良好な町並み，景観や緑の維持・

形成のため，24年４月１日現在 59区域 221ha

で建築基準法に基づく建築協定を結んでいる。

（２）電線類の地中化の推進
都市景観の向上と，安全かつ円滑な道路交通

の確保を図るため，７年６月から施行された「電
線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づ
き電線類の地中化を推進している。

23年度は，県道取手東線（取手市）外 25路線
において電線共同溝の整備を進めた。

（３）交通安全施設等の整備
安全かつ円滑・快適な交通環境の確立を図る
ため，「特定交通安全施設等整備事業の実施計
画」に基づき，交通事故の多発している道路や
緊急に交通の安全を確保する必要のある道路に
ついて，歩道設置や交差点改良などの整備を
行っている。
また，自転車交通の安全を確保するとともに，
快適なスポーツ・レクリエーション活動に資す
ることを目的として，霞ケ浦自転車道（潮来市
～土浦市）や（仮称）岩瀬桜川自転車道（桜川市）
の整備を推進した。

（４）まちづくり推進事業の実施
住民がまちづくりに関心を持ち，まちづくり
に自ら積極的に参加するような環境づくりを進
めるため，まちづくりシンポジウムを開催する
とともに，まちづくりに功績のあった住民等を
広く表彰するうるおいのあるまちづくり顕彰事
業を実施し，23年度は３件表彰した。

（５）まちづくり支援事業の実施（合併市町
村まちなか活性化支援事業）
中心市街地の歩道設置や電線類の地中化等の
整備を促進することにより，生活環境の向上，
市街地のにぎわいの創出を図る。

23年度は，歩道（坂東市，笠間市）や電線類
の地中化（桜川市，那珂市）の整備を推進した。

 1 　緑の空間の保全と創出
（１）緑の基本計画策定と地域地区指定促進
市町村の緑の基本計画策定を促進するととも

に，風致地区の指定や，緑地協定などを活用し，
都市計画区域内において良好な自然環境を形成
する緑地の保全・創出を図る。

（２）都市公園の整備
偕楽園公園，笠間芸術の森公園，鹿島灘海浜

公園，茨城空港公園等の県営都市公園の充実に
努めるとともに，市町村の行う都市公園整備に
ついても積極的に助言・協力を行う。

（３）公共施設等の緑化の推進
都市における緑の核となる都市公園の整備や

学校等の緑化を図るとともに，これをネット

ワーク化し都市の緑の骨格づくりのため道路等
の緑化に努める。
　また，市街地の大半を占める民有地の緑化な
ど，住民等の広範な参加と協力を得て，都市緑
化推進運動を各県営公園等で展開するなど，官
民一体となって，緑化の普及啓発活動を進めて
いく。

 2 　都市地域の農地の保全と活用
市街化区域内農地等で，公害や災害を防止し
たり，都市の環境を守る役割を果たしているも
のや，公共施設等の敷地として適しているもの
については，市町村における生産緑地地区の指
定を促進する。
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 3 　うるおいのある快適な都市空間の創出
（１）景観形成の推進
「景観形成条例」の適正な運用を図るととも
に，市町村が行う景観行政に対する指導助言や
景観に関する広報啓発を推進する。
また，屋外広告物の適正な表示を推進するた
め，屋外広告物制度の広報啓発や，違反広告物
の是正指導を進めるとともに，住民参加による
違反広告物の除去を行う茨城県まちの違反広告
物追放推進制度を実施する。
さらに，良好な住環境の形成のため建築協定
の活用を推進する。

（２）電線類の地中化の推進
電線類の地中化による道路の景観の向上と安
全かつ円滑な道路交通の確保を図るため，24年
度も県道取手東線外 22路線で引き続き電線共
同溝の整備を実施する。

（３）交通安全施設等の整備
「特定交通安全施設等整備事業の実施計画」
に基づき，安全かつ円滑・快適な交通環境の確
立を図るため，歩道設置や交差点改良など計画
的な整備を進める。

さらに，霞ケ浦自動車道（潮来市～土浦市）
や（仮称）岩瀬桜川自動車道（桜川市）などの
整備を推進する。

（４）まちづくり推進事業の実施
まちづくり推進事業として，まちづくりシン
ポジウム及びうるおいのあるまちづくり顕彰事
業を実施する。

（５）まちづくり支援事業の実施（合併市町
村まちなか活性化支援事業）
地方分権の進展に伴い市町村の役割が増大す
ることや住民のまちづくりに対する関心の高ま
りに対応し，特に合併市町村の駅前や中心市街
地等において，都市再生整備計画事業を活用し
て市町村が国・県道（現道）の歩道整備等を行
う場合には，整備に要する費用の一部を県が助
成したり，調査・設計及び工事等の業務を県が
受託することによって，地域の個性を活かした
まちづくりを支援する。
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第２節　歴史的環境・自然景観の保全と活用

記念物の区分 国　指　定 県　指　定 市町村指定 合　　　計

史　　　跡 28（３） 60 365 453（３）

名　　　勝 2 5 12 19

天然記念物 8 60 267 335

合　　　計 38（３） 125 644 807（３）

主な環境指標（23年度）
◇文化財指定数（累計）　3,134 箇所

第 1 　歴史的環境・自然景観の保全と活用に関する施策
 1 　歴史的・文化的遺産の保全と活用
（１）　文化財の保護と史跡の公有化の推進
ア　史跡名勝天然記念物の指定
「文化財保護法」に規定する文化財のうち，
史跡，名勝及び天然記念物を総称して記念物と
いい，国・県・市町村はそれぞれの段階の特色
に応じて指定を行い，その保護を行っている。

記念物は，その内容が自然環境と極めて密接
な関連を有しており，文化財としての指定は原
則として指定時の現状を保存することを前提と
している。
指定された各記念物の指定価値を損なう現状

変更等は原則として認められておらず，保護・
保存が図られている。

イ　保護対策
（ア）史跡の公有化と整備
史跡は直接自然環境に関わるものではない

が，その多くは良好な自然環境を維持している。
本県では史跡のより一層の保護を図るため，

良好な歴史的環境を維持し，広く活用を図る目
的で史跡公園等の整備を促進している。
なお，この事業に対しては，市町村等が実施

する事業の経費の一部を県が助成している。

（イ）名勝の整備
名勝の存在は自然環境に支えられている。し
たがって，その保護は，そのまま自然環境の保
護につながるものである。

（ウ）天然記念物
天然記念物は自然そのものであり，動物の生
息条件は植物以上に周辺の環境に左右され，自
然環境の変化を如実に反映する。
なお，植物の指定には名木，巨樹，老木等の
単木のほか，植物生態学上の視点による自然林
や樹叢の指定がある。

（２）指定文化財の所有者・管理者への支援
国・県指定文化財の保存修理，防災設備等に
対し補助金を交付している。
文化財の保護のための支援を進めることに
よって，地域住民の文化財保護の意識の高揚を
図っている。

（３）文化財保護意識の高揚と人材の育成
市町村の文化財保護審議会委員や地域で文化
財保護活動をしている者を対象に，表彰や講演
会を実施し，文化財の保護や活用を推進してい
る。

（４）文化財に関する資料の刊行等
新たに指定・登録された文化財の解説と国・
県指定文化財，登録文化財を掲載した「茨城の
文化財」を刊行するとともに，遺跡台帳（埋蔵
文化財包蔵地調査カード）や「茨城県遺跡地図」
を完備・更新し，埋蔵文化財の保護活用と遺跡
の有無の照会，開発事業との調整の円滑化を
図った。

史跡
貝塚，古墳，都城跡，城跡，旧宅その他の遺跡で，歴史上又は学術上価値の高いもののうち重要なもの

名勝
庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳その他の名勝地で，芸術上又は鑑賞上価値の高いもののうち重要なもの

天然記念物
動物（生息地，繁殖地及び渡来地を含む。），植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で，学術上価値の高いものの

うち重要なもの

用語
解説

第 2 　今後の取り組み
 1 　歴史的・文化的遺産の保全と活用
　史跡については，計画的な土地の公有化につ
いて，市町村に助言・支援を行い，史跡公園等
の整備・活用を促進する。

　また，名勝や天然記念物については，現状保
存とともに，周辺環境の整備を促進する。

図表 6-2-1　記念物の指定状況 （24 年３月 31 日現在）

注：（　）は内数で特別史跡〔特に重要なものとして文部科学大臣が指定したもの〕
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第３節　自然災害の防止

防災公園
地震に起因して発生する市街地火災等の二次災害時における国民の生命，財産を守り，大都市地域等において都市の防災構造を強化するために整備される，広

域防災拠点，避難地，避難路としての役割をもつ都市公園および緩衝緑地。

用語
解説

主な環境指標（実績／目標）
◇河川改修率　56.5％（22 年度）／ 57.9％（27 年度）
◇急傾斜地崩壊対策事業整備率　28.1％（22 年度）／ 28.4％（23 年度）

第 1 　自然災害防止対策
 1 　水害・海岸災害の防止
（１）水害の防止
地域開発の進展に伴う人口の集中化・都市化
に対処し，河川流域住民を洪水の被害から守る
ため，河川改修やダム事業を推進するとともに，
大規模開発など流域の開発が著しい河川につい
ては，防災調節池等の整備と合わせて改修を進
めている。
　23年度は，桜川など37河川（40工区）で，改
修事業を実施した。

（２）海岸災害の防止
飛砂防備保安林等に指定されている海岸防災
林は，気象や土壌などが極めて悪いうえ，飛砂
や潮風などの被害を受けやすく，また，本県の
海岸は近年，気象の変化等により侵食性海岸に
なっている。このため，防潮護岸工を施工する
とともに，人工砂丘や静砂垣を設置し，植栽工
等を実施した。
また，高潮や侵食の被害を防止するため，護
岸やヘッドランド等の整備を実施しており，23

年度は，鹿嶋海岸など６海岸で実施した。

 2 　地震災害の防止
災害に強い都市環境の形成を図るため，駅前
や中心市街地を中心に市街地再開発事業や，土
地区画整理事業を推進している。23年３月末現
在で，市街地再開発事業は 13地区，土地区画
整理事業は 292地区が完了している。
また，防災空間確保のための防災公園や，住

民の避難，消防活動，緊急輸送のための道路の
整備を図るとともに，茨城港常陸那珂港区にお
いて耐震強化岸壁を供用している。
そのほか県耐震改修促進計画に基づき，県有
施設の耐震化の推進，木造住宅耐震診断への助
成，市町村の耐震改修促進計画策定促進を行っ
ている。

 3 　土砂・山地災害の防止
（１）土砂災害防止施設の整備推進
砂防事業，地すべり対策事業，急傾斜地崩壊
対策事業により，土砂災害防止施設の整備を
図っている。
　23年度は，砂防事業は宝明沢など 11渓流，
地すべり対策事業は大塚地区など３地区，急傾
斜地崩壊対策事業は上田沢地区など25地区の整
備を実施した。

（２）土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒
区域等の指定推進
土砂災害から県民の生命・身体を守るため，
土砂災害警戒区域等の指定に努めている。
　23年度は，坂東市など６市村（132箇所）で
指定を実施した。

（３）予防治山や復旧治山の推進
山地において台風や集中豪雨等の天然現象に
よって発生した崩壊地や，崩壊の可能性が高く，
崩壊土砂の流出により下流に被害を与えるおそ
れがあり，緊急に防止工事を要する箇所につい
て，「地域森林計画」に基づき治山ダム工や山
腹工，森林造成のための植栽工を実施した。

（４）保安林の適正配備と機能の維持・向上
土砂災害等山地災害を防備する目的で土砂流
出防備及び土砂崩壊防備保安林を指定してお
り，本県では主に県北山間部に配備し，面積は
23年度末で 3,891haとなっている。
また，保安林の機能が高度に発揮できるよう
保安林整備事業等により整備を進めている。

（５）土砂災害に対する防災意識の高揚
毎年６月の土砂災害防止月間に市町村ととも
にがけ地のパトロールを実施している。
また，小・中学校生徒を対象に「土砂災害防
止に関する絵画・作文」を募集・表彰して，土
砂災害に対する防災意識を高めている。

止
防
の
害
災
然
自

節
三
第



103

章
六
第

出
創
と
全
保
の
境
環
い
よ
み
住
で
適
快

止
防
の
害
災
然
自

節
三
第

第 2 　今後の取り組み
 1 　水害・海岸災害の防止
（１）水害の防止
河川改修を重点的に推進するとともに，大規

模開発など流域の開発が著しい河川について
は，防災調節池等と合わせた改修を推進するこ
ととし，24年度は，改修事業については，桜川
をはじめ 34河川（37工区）で実施する。

（２）海岸災害の防止
24年度は，東海村白方など５か所で防潮護岸

工等を施工するとともに，東海村豊岡など４か
所で樹木の成長を促すため，静砂垣を設置し植
栽工を実施する。また，東日本大震災により被
災した北茨城市神岡上ほかの防潮護岸工を早急
に復旧する。
　さらに，鹿島灘海岸で，養浜による侵食対策
を実施する。

 2 　地震災害の防止
市街地再開発事業や土地区画整理事業の面的

整備について支援等を行い，災害に強いまちづ
くりを推進する。また，防災公園や，緊急輸送
道路ネットワークに指定された路線の整備を推

進する。そのほか，建築物の耐震化を図るため，
県耐震改修促進計画に基づく各種施策を推進す
る。

 3 　土砂・山地災害の防止
砂防事業，地すべり対策事業，急傾斜地崩壊
対策事業による土砂災害防止施設の整備と，土
砂災害警戒区域等の指定を推進する。
また，荒廃山地の復旧及び荒廃危険山地の崩
壊を未然に防止するため，24年度は常陸大宮市
三美など 10か所で山復工や治山ダム工等を実
施する。また，東日本大震災により被災した大
子町浅川ほかの山腹崩壊地を早急に復旧する。
そのほか，保安林の機能が高度に発揮できる
よう保安林整備事業等を進めるとともに，大雨
による土砂災害発生の危険度が高まった時に気
象台と共同で発表する土砂災害警戒情報や補足
する情報を，県のホームページ等から市町村，
県民に配信し適切な避難ができるよう，避難体
制の支援を図る。
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